
住民の皆様へ                   平成２２年１１月５日 

 

 
※消防団は「自分のまちは自分でまもる」という理念のもと、様々な人が集ま

って地域の防災のために活動しています。 

 困った時はお互い様、もちまわりの助け合い精神です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出雲崎町に住んでいる、または勤務している１８歳以上の方なら入団でき

ます。 

※消防団員の身分は非常勤の地方公務員で、年間の活動に対して団員報酬が

支払われるほか、５年以上勤務された方には退職報償金が支給されます。 

 また、福祉共済制度に加入されるため、公務中はもちろん、公務外でも万

が一死亡や高度障害の場合には給付金が支給されます。 

※消防団員のメリット 

 ・消火用機材の取扱いかたを学べるので、自分の家や自分の地域で火災が 

発生した際、すばやく消火に取り組める。 

 ・自分の地域のいろいろな職種、年代の人達が集まるので、仲間が増えて 

  地域内でのコミュニケーションが取りやすくなる。 

・インフルエンザ予防接種費用の助成制度あり。   など 

 

◎消防団に関するお問い合わせ 

  町総務課庶務係  電 話 ７８－２２９０（直通） 

           メール shomu@town.izumozaki.niigata.jp 

  もしくは地元の消防団へ 


